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一
研
究
ノ

l
ト
二

コ
貝
町
五
ム
岡

兼
4
F

汗
ユ
コ
ロ
」

の
原
点

ー

ー

D
・
ネ
ル
著
守
区
分
と
列
挙
L

を
手
が
か
り
に
し
て
|
|

石

人

l
 
i
 

--J 

真

目

次

は
じ
め
に

(
四
)
区
分
と
列
挙
1

1
本
質
と
由
来
|
|

(
五
)
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
「
慣
習
法
」
が
出
て
こ
な

い
理
由

ネ
ル
の
『
区
分
と
列
挙
』

(
二
ネ
ル
論
文
の
出
発
点

(
二
)
制
定
法
(
広
義
)
お
よ
び
法
学
文
献
に
お
け
る
法
源
カ

(
六
)
補
論
|
|
現
代
法
学
に
お
け
る
区
分
と
列
挙
|
|

お
わ
り
に

タ
ロ
グ

(
三
)
修
辞
学
文
献
、
制
定
法
(
広
義
)
お
よ
び
法
学
文
献
に

お
け
る
「
慣
習
法
L
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研究ノート

は
じ
め
に

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
レ

l
ビ
ン
ダ

l
が
シ
ユ
ル
ツ
を
引
用
し
て
エ
ー

ル
リ
ツ
ヒ
の
『
法
源
論
L

を
評
価
し
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
と
述
べ
た
。

そ
の
理
由
は
、
修
辞
学
(
河
}
百
円
。
ユ
W
)

と
法
学
と
の
共
通
点
を
重
視
し
、

法
学
の
原
点
を
共
和
政
末
期
の
修
辞
学
(
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ
の
著
作
)
に

み
よ
う
と
す
る
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
と
、
修
辞
学
と
法
学
と
の
相
違
点
を
強
調

す
る
シ
ユ
ル
ツ
は
、
個
別
的
な
用
語
法
(
宮
田

n
E
Z
)
に
つ
い
て
も
基
本

的
な
法
学
の
見
方
に
つ
い
て
も
、
根
本
的
に
そ
の
立
場
を
異
に
す
る
の
で

あ
る
が
、
近
時
、
シ
ユ
ル
ツ
流
の
ロ

l
マ
法
研
究
は
通
説
的
地
位
を
失
い

つ
つ
あ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ネ
ル
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

古
典
期
の
法
学
者
の
観
念
の
原
型
を
共
和
政
期
の
修
辞
学
に
み
る
と
い
う

手
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

手
法
の
点
だ
け
で
な
く
内
容
的
に
も
エ
!
ル
リ
ッ
ヒ
の
司
法
源
論
』
に
は

ネ
ル
の
研
究
を
先
取
り
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
稿
を
補
完
す
る
意
味
で
、

D
-
ネ
ル
の
『
区
分

と
列
挙
』
を
史
料
に
即
し
て
紹
介
し
、
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
の
『
法
源
論
』
は

ネ
ル
の
研
究
の
ど
の
よ
う
な
点
を
ど
の
よ
う
に
先
取
り
し
て
い
る
の
か
、

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

(
1
)
拙
稿
「
法
曹
法
の
歴
史
的
基
礎
づ
け
|
|
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
源

論
|
|
(
一
)
(
二
・
完
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
一
巻
三
号
(
平

成
三
年
)
一

O
五
二
貝
、
同
四
号
(
平
成
三
年
)
一
四
六
二
貝
。

以
下
で
は
「
前
稿
」
と
引
用
す
る
。

(
2
)
レ
l
ビ
ン
ダ
l
は
寸
国
家
制
定
法
(
印

g
巳
z
n
y
g
m
R伊
丹
)
を
評

価
す
る
際
に
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
が
い
か
に
歴
史
法
学
派
に
依
っ
て
い
た

か
、
ま
た
、
い
か
に
多
く
の
点
で
自
ら
を
歴
史
法
学
派
の
完
成
者
と

み
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
法
社
会
学
者
に
と
っ
て
は

理
解
し
に
く
い
事
態
で
あ
る
。
:
:
:
現
代
の
法
社
会
学
者
は
誰
一
人

〔エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
が
『
法
源
論
』
で
行
な
っ
た
よ
う
な
古
代
ロ

l
マ

法
の
用
語
法
を
〕
分
析
す
る
こ
と
な
ど
思
い
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
古
代
の
ロ

l
マ
人
が
す
で
に
国
家
制
定
法
と
法
曹
法
の

理
論
的
対
立
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

証
明
に
よ
っ
て
は
、
国
家
制
定
法
と
法
曹
法
の
理
論
的
対
立
が
〔
現

代
に
お
い
て
も
〕
有
効
か
ど
う
か
は
決
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
が
〔
古
代
ロ

1
マ
法
に
つ
い
て
〕
彼
が
望
ん

だ
よ
う
な
証
明
を
な
し
え
た
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
別
に
し
て
も
、

少
な
く
と
も
彼
の
仕
事
は
(
ロ

1
マ
法
学
者
の
問
で
〕
一
致
し
た
賛

同
を
決
し
て
得
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
、
シ
ュ
ル
ツ
の
文
章
(
次

注
参
照
)
を
引
用
す
る
。
冨
河
内
川

5
E己
q
w
E
m
∞巾

m
B昆
5
m

己
巾
吋
河
巾
n
y片印印。
N
Z
Z
m
-
O
門吉岡・
n
F
開口問巾ロ
H
W
}

同
-
w
y
w
H
・〉口一
2
・・

昌
吉

-
ω
-
E
W
N・
〉

Eb--Egwω
・
由
民
を
参
照
。

(3)
シ
ユ
ル
ツ
は
寸
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
源
論
L

は
誤
っ
た
方
法
に
よ
っ
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「類型論」の原点

て
書
か
れ
て
お
り
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
L

と
述
べ
る
。

吋

ωny己
NW
。巾印
n
E
n
y
Z
己
巾
門
司
αHHHUnF巾
ロ
閉
山
巾
nygd司
2
8
D
'

m門町田
F
5
2・
ω・
∞
戸
〉
ロ
ヨ
・

ωw
門同町吋凹
-w
田町田
g
q
o『岡山
O
ロ
冨
ロ

円、品田
-ω
口一
2
2
w
呂
異
聞
)
・
叶
Nw
口
。
お
印
を
参
照
。

(
4
)
何
・
同
町
吋
-KFw
∞
巴
可
問
問
巾

NCHi
吋
Fmoユ
巾
仏
巾
H-m巾
ny門的心ロ巾=巾円
MW

H-
吋
巾
{
「
ハ
凶
器
宮
田
丘
三
日
夕
吉
凹

H
u
c
z
-
2
5・
日
ロ
凹
胃
吉
田
E
5・

]
{
一

E
O
N
-

(
5
)
と
り
わ
け
何
}
丘
一
nyw
国・白・

0
・
ω・
ω戸

ω'
包
民
(
前
稿
(
一
)

一
O
六
一
頁
以
下
お
よ
び
一

O
八
二
頁
以
下
)
を
参
照
。

(
6
)
シ
ュ
ル
ツ
は
「
弁
論
家
は
多
少
は
法
学
教
育
を
受
け
て
は
い
る
が

法
学
者
と
は
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
前
二
世
紀

以
来
、
法
廷
弁
論
の
専
門
家
達
、
老
練
家
達
の
身
分
が
登
場
し
た
。

彼
ら
に
は
私
法
、
公
法
に
関
す
る
法
知
識
が
い
く
ら
か
あ
っ
た
が
、

そ
の
知
識
は
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
法
学

者
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
時
に
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ

ス
や
ト
ゥ
ベ
ロ
の
よ
う
に
弁
論
家
が
後
に
法
学
者
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
る
が
、
彼
ら
は
〔
修
辞
学
の
ほ
か
に
)
さ
ら
に
法
学
の
勉
強
を
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る
も
っ
と
も
有
名
な

人
物
は
キ
ケ
ロ
で
あ
る
し
と
述
べ
る
。

ωnyc]N-C巾凹
n
y
R
F
5・
ω・

印
HF
回
目
的
件
。
弓
wHV円
}
・
む
を
参
照
。

(7)
前
稿
(
一
)
一

O
五
八
頁
注
6
を
参
照
。

(
8
)
0
2
0吋
ア
ロ
ヨ
E
o
ロ
ロ
弘
司
同
三
一
色
0
・
5
叶M
・
本
稿
に
お
い
て
は

同
書
は
頁
数
の
み
を
引
用
す
る
。
ネ
ル
論
文
に
対
す
る
も
っ
と
も
包

括
的
な
批
判
な
い
し
反
論
と
し
て
、
当
・

2
z
g巾・

C
3
6
Y
H
M
V巾
-2・

5
n
z
t
M
E
s
s
-
m
n
v
g
H山
巾
門
戸
邑
討
を
参
照
。
い
さ
さ
か
乱
暴

な
が
ら
フ
ル

1
メ
説
を
筆
者
な
り
に
一
言
で
要
約
す
る
と
、
フ
ル

l

メ
は
基
本
的
に
シ
ュ
ル
ツ
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
慣
習
法
の
法
源
性

を
否
定
し
、
古
典
期
の
法
学
者
は
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
(
句
。
BHV・ロ
-

H

N
N
印w

巳
・
こ
の
法
文
に
つ
い
て
は
本
稿
二
(
二
)
を
参
照
)
の

意
味
で
の
寸
非
制
定
法
L

と
い
う
表
現
で
「
法
曹
法
」
だ
け
を
考
え

て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ネ
ル
と
フ
ル

l
メ
の
論
争
に
つ
い
て

詳
論
す
る
の
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
が
、
ブ
ル

l
メ
論
文
に
対
し

て
は
有
力
な
反
論
が
あ
る
(
老
巧
丘
骨
E
P
ω
N・翠・

5
戸

ω・

ω印
∞
-
冨
・
同
内
同
m
q
w
N
R
H
M
g
g巾
吉
田
仲
宗
門
同
R
a
g
-∞
n
y
S

HNonEZGC巾
-
Z
E巾
V
F
E
一一3
2
m
n
F
E二
胃
巧
巾
百
句

E
C
B巾

N
Z
E
呂
・
の
巾
σ
R
g
g
m
u
E吋∞
λ
山・

5
H
を
参
照
)
と
こ
ろ
か
ら
、

フ
ル

l
メ
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
法
学
者
の
間
で
は
ネ

ル
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
区
分
と
列
挙
』

お
よ
び
そ
の
前
後
に
出
た
諸
論
文
を
含
む
ネ
ル
説
の
包
括
的
な
紹
介

と
し
て
吉
原
達
也
「
ロ

1
マ
法
源
学
説
の
一
問
題

l
l
D
・
ネ
ル
の

所
説
を
め
ぐ
っ
て

l
|
」
『
広
島
法
学
』
一
一
巻
コ
了
四
号
(
昭
和

六
三
年
)
三

O
七
頁
を
参
照
。
吉
原
論
文
と
本
稿
は
重
な
る
部
分
が

あ
る
が
、
吉
原
論
文
が
ロ

l
マ
法
史
学
プ
ロ
パ
!
の
問
題
意
識
(
ロ
ー

マ
慣
習
法
論
)
か
ら
ネ
ル
説
を
包
括
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
本
稿
は
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
研
究
の
視
点
か
ら
司
区
分
と
列
挙
」

に
絞
っ
て
ネ
ル
説
を
検
討
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
具
体
的
に
は

北法41(5-6・511)2557 



研究ノート

本
稿
二
(
二
注
H
、
こ
っ
己
注

M
、
三
な
ど
を
参
照
。
著
者

の
ネ
ル
に
つ
い
て
は
、
ネ
ル
の
講
演
「
サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
守
生
き
た
直

観
』
」
(
青
井
秀
夫
・
西
村
重
雄
共
訳
、
広
中
俊
雄
付
記
)
司
法
学
』

四
五
巻
六
号
(
昭
和
五
七
年
)
八
八
六
頁
を
参
照
。

ネ
ル
の

『
区
分
と
列
挙
』

(
こ
ネ
ル
論
文
の
出
発
点

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ

l
マ
の
法
学
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
源
の
領

域
か
ら
の
慣
習
法
の
追
放
は
ま
だ
完
全
に
は
止
揚
さ
れ
て
い
な
い
(
慣
習

法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
見
解
が
跡
を
断
た
な
い
)
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ネ
ル
は
別
の
論
対
で
、
当
時
の
歴
史
的
状
況
か
ら
み
て
、
二
世
紀
の
法
学

者
達
が
慣
習
法
の
理
論
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
継
続
的
に
発
展
さ
せ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
本
論
文
の
課
題
は
、
古
典
期
の
法
学
者
の

法
源
カ
タ
ロ
グ
に
慣
習
法
が
出
て
こ
な
い
(
こ
の
こ
と
は
、
古
典
期
の
法

学
者
が
慣
習
法
を
法
源
と
し
て
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
見
解
に
対
す
る

反
対
証
拠
と
な
り
う
る
)
の
は
何
故
か
、
を
扱
う
こ
と
に
あ
る
。

ネ
ル
は
、
プ
ブ
タ
以
降
今
日
の
教
科
書
に
至
る
ま
で
支
配
的
な
、
比
較

的
厳
密
で
は
あ
る
が
実
用
性
に
は
疑
問
の
あ
る
「
慣
習
法
L

の
概
念
を
用

い
ず
、

J
斗
法
者
の
確
定
し
た
意
思
に
由
来
し
な
い
法
制
度
、
法
規
範
、

一
般
的
法
原
則
」
を
指
す
も
の
と
し
て
、
比
較
的
広
い
意
味
で
用
い
る
。

こ
の
意
味
で
の
「
慣
習
法
」
に
ロ

l
マ
の
法
学
が
基
礎
を
お
い
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
と
、
「
慣
習
法
」
が

寸
法
源
し
か
ど
う
か
、
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
ネ
ル
は
、
「
法
源
」
を

厳
密
に
は
定
義
せ
ず
、
法
律
と
同
様
に
、
法
創
造
H
法
認
識
の
手
段
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、
慣
習
法
の
法
源
性
を
認
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
ネ
ル
論
文
が
出
た
当
時
は
「
ロ

1
マ
の
法
発
見
の
方
法
」

が
法
史
学
の
主
要
な
問
題
関
心
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い

て
は
哲
学
H
修
辞
学
の
ロ

i
マ
法
学
に
対
す
る
影
響
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
場
合
に
哲
学
H
修
辞
学
の
影

響
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
学
説
は
一
致
し
て
い
る
が
、
哲
学
H

修
辞
学
の
法
学
に
対
す
る
全
般
的
な
影
響
と
な
る
と
争
い
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ネ
ル
論
文
の
個
別
的
・
直
接
的
な
目
的
は
、
古
典
期
の
法
学
者
の

法
源
カ
タ
ロ
グ
に
慣
習
法
が
出
て
こ
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
る
が
、
一
般
的
・
間
接
的
な
目
的
は
、
哲
学
H
修
辞
学
と
法
学
と
の
密

接
な
関
係
(
な
い
し
両
者
の
共
通
性
)
の
主
張
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も

で
き
よ
う
。

き
て
、
ネ
ル
論
文
は
次
の
三
つ
の
視
点
で
考
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
は
法
学
的
視
点
(
慣
習
法
理
論
の
存
在
)
で
あ
り
、
第
こ
に
は
狭

北法41(5-6・512)2558



い
意
味
で
の
精
神
史
的
視
点
(
同
時
代
の
思
考
様
式
の
法
学
へ
の
影
響
)

で
あ
り
、
第
三
に
は
方
法
論
的
視
点
(
一
般
的
学
問
理
論
上
の
道
具
の
古

代
学
へ
の
応
用
)
で
あ
る
。

「類型論」の原点

(
9
)
慣
習
法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
代
表
的
な
見
解
と
し
て
、
ネ
ル
が

引
用
す
る
∞
・

ω
n
F
E包
巾
「
ゎ
。

E
E
E己
0
5
E
E回一
R
Y
B
E
E

口白門町

W
E
E
-∞
n
z
g
円。

52n}Mmロ阿山町
nz-HU訟
を
参
照
。
な
お
、

カ
1
ザ
l
の
体
系
書
の
初
版
は
慣
習
法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
が
、

第
二
版
は
肯
定
す
る
。
呂
・
同
ハ

g
m門
唱
ロ

2
5
5
2
n
Z
H
)ユ〈出門
1

5
n
z
?
H
〉
ロ
コ
ニ
呂
田
・

ω・
口
ω戸
N
・〉口町

}-wH由コ‘

ω
巴印『

を
参
照
。
カ
l
ザ
l
説
の
変
遷
の
詳
細
に
つ
い
て
は
吉
原
・
前
掲
論

文
(
注
8
)
三
O
九
頁
以
下
を
参
照
。
た
だ
し
、
フ
ル

l
メ
に
よ
れ

ば
慣
習
法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
見
解
が
通
説
で
あ
る
。
フ
ル

l
メ

は
、
慣
習
法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
代
表
的
見
解
と
し
て
シ
ュ
ル
ツ

を
、
否
定
説
か
ら
肯
定
説
へ
移
行
し
た
説
と
し
て
カ
l
ザ
ー
を
、
肯

定
説
と
し
て
ネ
ル
を
引
用
す
る
。

E
C
B巾
・
出
・
出
・
0
ω
'
∞
町
内
を
参

照
。
ど
ち
ら
が
「
通
説
」
な
の
か
筆
者
に
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
さ

し
あ
た
り
注
8
を
参
照
。

(
日
)
ロ
-Zα
『F
N
ロ
吋
開
口
g
z
z
z口
問
会
山
門
肉
巾
君
。
宮
口
町
色
丹
印
円
巾
円
宮

-wv巾ロ

-一叶

Z
R
F
E
一
司

2
2
n
y司
氏
仲
間
口
吋
者
一

-
Z
E
F
-
m
g昨日巾
mRW

円
由
品
川

Yω
・
ω印
ω・

(日

)ω
・
H
-

(
ロ
)
ネ
ル
は
肘
ロ
ロ
巾

nn巾
E
∞'
Z
G℃
巾
丘
巾
可
噌
〉
ロ
m巾
5
2ロ
巾
門
叶
包
]
岳
山
田

回口門肉巾吋

-wy吉
岡
山

R
E
m
L印
〉
己
同
}
よ

E
S
ム明
ωN
戸
お
い
由
だ

け
を
引
用
す
る
が
、
こ
の
文
献
に
限
ら
ず
現
代
の
慣
習
法
論
に
お
い

て
は
一
般
に
、
慣
習
法
は
制
定
法
と
等
置
さ
れ
る
・
制
定
法
と
同
価

値
の
法
源
で
あ
る
と
さ
れ
、
慣
習
法
が
寸
法
源
」
と
な
る
た
め
に
は

「
実
定
化
L

百
c
m
E三
区
門
)
が
必
要
と
さ
れ
る
。
-
実
定
化
」
と
は

「
裁
判
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
し
(
の

R
-
n
Z晶
巾
可
由
民
主
で
あ
る
o

E
C
B
F
白
・
出
・
0
・

ω
去
を
参
照
。

(
日
)
フ
ル

l
メ
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
く
、
問
題
は
ロ

l

マ
の
法
学
者
が
慣
習
法
を
法
源
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
、

換
言
す
れ
ば
、
慣
習
法
の
「
法
源
性
」
に
あ
る
と
す
る
。
百
ロ
ヨ
巾
・
白
一
-

白・0・

ω・
口
を
参
照
。

(
H
H
)
ω

・ロ・

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
「
法
」
は
抽
象
的
な
規
範
で
は
な
く
具
体

的
な
事
案
に
即
し
た
正
し
い
関
係
を
意
味
し
、
「
法
源
」
は
そ
の
意

味
で
の
「
法
L

を
認
識
す
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
、
法
の
存
在
形
式
を
問
題
に
す
る
現
代
の
用

語
法
と
異
な
る
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
(
小
菅
芳
太
郎
「
レ
ス
プ
ブ

リ
カ
(
共
和
的
国
制
)
と
法
学
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
六
巻
五

・
六
号
(
昭
和
六
一
年
)
一
八
一
一
一
頁
を
参
照
)
、
こ
の
点
に
こ
そ

ネ
ル
の
法
源
論
の
核
心
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
で
こ
れ

と
同
様
の
伝
統
的
な
用
語
法
を
用
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
来
栖
三

郎
「
法
の
解
釈
に
お
け
る
制
定
法
の
意
義
ー
ー
そ
の
一
法
と
法
源

北法41(5-6・513)2559
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-
|
L
『
法
学
協
会
雑
誌
』
七
三
巻
二
号
(
昭
和
三
一
年
)
一
三

三
頁
(
「
法
源
と
は
法
|
|
判
決

h
H
具
体
的
な
事
案
に
即
し
た

寸
正
」
)
|
|
を
引
き
出
す
淵
源
で
あ
る
」
)
を
参
照
。
な
お
、
「
法
」

と
「
法
源
」
の
一
般
的
な
用
語
法
に
つ
い
て
は
川
島
武
宜
『
民
法
総

則
』
(
有
斐
閣
、
昭
和
四

O
年
)
一
六
頁
以
下
を
参
照
。
さ
ら
に
、

後
注
剖
も
参
照
。

(
日
)
冨
・
町
内

g
q
-
N
R
E
2
z
c号
巳

2
3
B
S
n
u
g
H山
R
Z回出口・

円同己ロ
mw
〉
}
?
の
α丹江口
m
A
W
P
E
S
-
山
口
一
己
巾
円
印
-w
〉
5
m
g弔
問

E
S

P
Y吋
5
8
H
・

5
呂
(
塙
浩
訳
「
ロ

l
マ
的
法
発
見
の
方
法
」

『
摂
大
学
術
』

ω
2・回
w
Z
0
・
∞
-
二
一
二
頁
)
を
参
照
。
さ
ら
に
ネ

ル
は
シ
ュ
タ
イ
ン
、
シ
ュ
ミ
ト
リ
ン
な
ど
の

z
m
z
E
の
研
究
、
カ
ル

カ
レ
ツ
夕
、
マ
ル
チ
!
ニ
な
ど
の
己
え
E
X
Z
の
研
究
、
ホ
ラ
ク
、
ヴ
イ

ア
ッ
ヵ
ー
な
ど
の

E
丘
O

己巾円

E
g色
の
研
究
を
引
用
す
る

(
ω
N
)

が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
十
分
に
参
照
し
え
な
か
っ
た
。
他
日

を
期
し
た
い
。

(
同
)
∞

-
R

と
こ
ろ
で
、
柴
田
光
蔵
『
ロ

l
マ
裁
判
制
度
研
究
』
(
世
界
思
想

社
、
昭
和
四
三
年
)
二
一
七
五
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
六
年
に
言

語
学
者
ス
ト
ゥ
ル

l

G
・
2
5
5
r
∞己
S
E
c
s
-
5
2
5
5白

E
E
ュP
E
M
a
w
-口
一
月
αHHHgny巾
河
巾
n
v
g当日凹印巾ロ印円
}
g
p
ロロ己

E
M
2
2
-
F
E色
)
が
問
題
提
起
を
す
る
ま
で
は
、
弁
論
術

(
H
修

辞
学
)
が
古
代
ロ

l
マ
法
学
に
実
体
的
な
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
弁
論
術
に
関
す
る
業
績
は
近
代
ロ

1
マ
法
学
と

は
完
全
に
没
交
渉
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
真
田
芳
憲
「
共
和
政
末
期

に
お
け
る
弁
論
術
と
法
学
の
解
釈
方
法
」
『
法
学
新
報
』
七
四
巻
二

・
三
号
(
昭
和
四
二
年
)
一
一
一
七
頁
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ウ
ル

1
は
主

と
し
て
キ
ケ
ロ
の
『
案
出
論
』
(
骨

E
4巾
ロ
江
。
ロ
巾
)
を
素
材
と
し

て
、
弁
論
家
は
成
文
法
お
よ
び
(
書
面
に
よ
る
)
意
思
表
示
の
自
由

法
学
的
解
釈
原
理
を
創
り
出
し
、
こ
れ
が
共
和
政
末
期
の
法
学
に
実

体
的
な
影
響
を
与
え
、
こ
れ
に
よ
り
「
意
思
主
義
」
(
印
免
ロ
ロ
己
ロ
ヨ

〈
c
-
E
S芯
ヨ
)
の
解
釈
原
理
が
「
文
言
主
義
」
(
印
巾

2
ロ己

c
g

〈
巾
号
白
)
の
そ
れ
に
取
っ
て
替
わ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
ス
ト
ウ
ル
ー

の
こ
の
主
張
は
ロ

l
マ
法
学
界
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
を
提

供
し
、
一
大
論
争
が
生
じ
た
(
ス
ト
ゥ
ル

i
に
反
対
す
る
代
表
的
学

者
は
シ
ユ
ル
ツ
)
が
、
通
説
と
な
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
ネ
ル
が
「
哲
学
H
修
辞
学
の
法
学
に
対
す
る
全
般
的
な
影

響
と
な
る
と
争
い
が
あ
る
」
と
述
べ
る
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
学
説

史
的
背
景
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
三
も
参
照
。

(口
)
ω
ω
・

北法41(5-6・514)2560

(
二
)
制
定
法
(
広
義
)
お
よ
び

法
学
文
献
に
お
け
る
法
源
カ
タ
ロ
グ

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ

l
マ
の
立
法
に
お
い
て
は
法
律
、
平
民
会
議
決
、

元
老
院
議
決
、
皇
帝
の
勅
法
、
法
務
官
告
示
な
ど
広
義
の
制
定
法
は
法
源



に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
慣
習
法
」

は
法
源
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。

次
に
法
学
文
献
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ネ
ル
は
ま
ず
最
初
に
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス
の
法
文
を
引
用
す
る
。

(目。印唱

8
5
5
E己。)

己
{
℃
-

U

-

H

・
H
-
A山
-

H

・
我
が
法
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
け
る
の
と
同

様
に
、
成
文
法
と
不
文
法
か
ら
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
法
を
成
文
法
と
不
文
法
に
分
類
す
る
と
い
う
明
ら
か
に
修
辞

学
に
由
来
す
る
こ
の
傾
向
は
学
説
裳
纂
の
他
の
箇
所
に
は
み
ら
れ
な
い
。

続
い
て
ネ
ル
は
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
、
ガ
イ
ウ
ス
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法

文
を
引
用
す
る
。

「類型論」の原点

可。自門
)

-

U

-

H

M

・
M
-

巴
一
こ
う
し
て
ロ

l
マ
国
で
は
、
法
律
、

u
g買
2
2
吉
田
円
守
口
巾
一
、
す
な
わ
ち
制
定
さ
れ
ず
た
だ
法
学
者
の
解
釈

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
法
、
法
律
訴
訟
、
す
な
わ
ち
訴
訟
の
形
式
を

定
め
て
い
る
法
、
平
民
会
議
決
、
す
な
わ
ち
貴
族
の
同
意
な
し
に
成
立

す
る
法
、
政
務
官
告
示
、
す
な
わ
ち
名
誉
法
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
法
、

元
老
院
議
決
、
す
な
わ
ち
平
民
会
議
決
に
よ
ら
ず
元
老
院
の
決
定
に
よ

る
だ
け
で
定
め
ら
れ
る
法
、
皇
帝
の
勅
法
、
す
な
わ
ち
皇
帝
自
身
が
定

め
た
こ
と
が
法
律
に
代
わ
っ
て
守
ら
れ
る
法
、
に
よ
っ
て
裁
判
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

。
白
山
.
H

・
H

.

Y

N

一

」
う
し
て
ロ
!
マ
国
民
は

一
部
は
自
ら
に

固
有
な
法
を
、
一
部
は
全
人
類
に
共
通
の
法
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
論
ず
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ロ
ー
マ
国
の
法
は
、
法
律
、
平
氏
会
議
決
、
元
老
院
議
決
、
皇

帝
の
勅
法
、
告
示
制
定
権
を
も
っ
者
の
告
示
、
法
学
者
の
解
答
か
ら
成

り
立
つ
。
P
G・
u・
H

・
H

・
叶
・
胃
-
w
H

一
-
5
n
-
s
z
の
淵
源
は
、
法
律
、
平
民

会
議
決
、
元
老
院
議
決
、
皇
帝
の
勅
法
、
法
学
者
の
権
威
で
あ
る
。
法

務
官
法
は
、
法
務
官
が
公
の
利
益
を
考
慮
し
て
、

E
田
口
一
三
-
巾
を
補
助
し

補
充
し
修
正
す
る
た
め
に
導
入
し
た
法
で
あ
る
。

ガ
イ
ウ
ス
は
す
べ
て
の
法
を
古
田
丘
三
ぽ
と

2
m
m
m三
E
B
と
に
「
区

分」

(
H
己

Z
E
0・
以
下
で
は

D
と
表
示
す
る
)
す
る
こ
と
か
ら
叙
述
を

開
始
す
る
。
ガ
イ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
区
分
」
は
ロ

l
マ
法
に
も
あ

て
は
ま
る
。
ガ
イ
ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
法
の
叙
述
で
上
位
概
念
と
し
て
「
ロ
ー

マ
国
の
法
」
を
用
い
、
そ
こ
で
「
列
挙
L
(
H
七
白
円
丘
位
。
・
以
下
で
は

P
と

表
示
す
る
)
に
よ
る
定
義
を
用
い
る
。
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
上
位
概
念
を

用
い
ず
に

E
m
n
-
i
z
と

E
∞
F
O
口。

E
ユ
ロ
ヨ
を
併
置
し
、
一
己
凹
円
-irw
を

P
に
よ
っ
て
定
義
す
る
。
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
、

-5
が
上
位
概
念

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
文
が
ガ
イ
ウ
ス
文
や
パ
ピ
ニ

ア
ヌ
ス
文
と
違
う
の
は
、
他
の
法
文
に
お
け
る
「
法
曹
法
」
に
相
当
す
る

ug買
2
5
E
m
丘
三
ぽ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
て
い
る
点
、
歴
史
的

北法41(5-6・515)2561
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な
も
の
と
体
系
的
な
も
の
を
混
同
し
て
い
る
(
法
律
訴
訟
を
独
自
の
法
源

に
数
え
る
な
ど
、
古
来
の
思
考
様
式
が
み
ら
れ
る
)
点
で
あ
る
。

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
源
カ
タ
ロ
グ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
(
そ
れ
ぞ
れ
の

法
文
で
ど
の
法
源
が
出
て
き
て
ど
の
法
源
が
出
て
こ
な
い
か
)
よ
り
も
重

要
な
の
は
、
諸
法
源
が
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
法
律
、
平
民

会
議
決
、
元
老
院
議
決
、
皇
帝
の
勅
法
、
告
示
、
法
曹
法
は
ど
の
法
文
で

も
「
法
の
部
分
」
(
匂
同
3
2
2ユ
∞
)
と
し
て
登
場
す
る
の
に
対
し
て
、

「
慣
習
法
」
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
察
の
対
象
を
制
定
法
と
法
学
文
献
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
だ
け
に

限
定
す
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
は
「
慣
習
法
」
を
法
源
と
し
て
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
結
論
に
至
り
か
ね
な
い
が
、
ネ
ル
は
、
こ
れ
以

外
の
証
拠
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
日
修
辞

学
の
文
献
、
(
広
義
の
)
制
定
法
、
そ
し
て
法
学
文
献
そ
の
も
の
の
中
に

も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(日

)ω

え
も
ち
ろ
ん
、
次
に
み
る
法
学
文
献
と
は
違
っ
て
、
制
定

法
に
お
い
て
は
理
論
的
分
類
が
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(叩

)ω
・
品
・
な
お
、
「
不
文
法
」
(
宮
間
的
門
口
市
民
三
宮
O
)

と
慣
習
法
の

関
係
に
つ
い
て
は

Z
α
R
w
白・白・

0
・
ω
ω
印

ω
片
岡
を
参
照
。

(
却
)
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
文
お
よ
び
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
文
に
つ
い
て
は
春
木
一

郎
訳
『
ユ

l
ス
テ
ィ

i
ニ
ア
i
ヌ
ス
帝
学
説
棄
纂
プ
ロ

l
タ
』
(
有

斐
閣
、
昭
和
二
二
年
)
を
、
ガ
イ
ウ
ス
文
に
つ
い
て
は
船
田
享
二
訳

マ
ガ
イ
ウ
ス
・
法
学
提
要
(
新
版
)
』
(
有
斐
閣
、
昭
和
四
二
年
)
を

参
照
し
た
。
た
だ
し
、
訳
語
は
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
文
献
に
従
っ
て

し
な
し
。

(
紅
)
こ
の
こ
と
は
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
文
の
読
み
方
に
か
か
わ
る
。

-gz

円一〈{片山凶門巾口。的門
H

・
白
白
己
円
一
ロ
ロ
y

一色巾由同

-mmmw
円。ロ印一江門口一昨ロ叶噂同信円

巾
凹
円
買
。
胃
2
5
-
5
2
4
-
-
m
w
:
・
と
い
う
部
分
を
、
「
}
巾
〆
匂
5
・

同
)
ユ
ロ
ヨ
吉
田
円
一
iz---
か
ら
成
り
立
つ
山
口
印
に
よ
っ
て
裁
判
が
行
な

わ
れ
る
L

と
読
め
ば
宮
印
は
上
位
概
念
と
な
る
が
、
「
宮
印
す
な
わ
ち

Z
X
(
十
二
表
法
)
、
官
。
官
E
B
E
m
n守
口
巾
:
・
に
よ
っ
て
裁
判
が

行
な
わ
れ
る
」
と
読
め
ば
、
山
口
印
は
上
位
概
念
と
は
な
ら
ず
十
二
表

法
だ
け
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
本
文
で
は
前
者
の
読
み
方
に
従
っ
た

訳
語
を
採
用
し
た
。
な
お
、
春
木
・
前
掲
訳
書
(
注
却
)
六
九
頁
は

後
者
の
読
み
方
を
採
る
。

(
幻
)
℃
「
O
胃
E
B
E
m
n
H
i
z
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
前
稿
(
二

一
O
六
O
頁
以
下
を
参
照
。

(お

)ω
・
誌

(
剖
)
換
言
す
れ
ば
、
法
源
問
の
優
先
順
位
あ
る
い
は
諸
法
源
の
拘
束
力

の
差
異
は
問
題
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

法
源
論
も
現
代
と
は
異
な
る
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で

こ
れ
と
同
様
の
伝
統
的
な
法
源
論
を
示
す
も
の
と
し
て
、
来
栖
・
前

掲
論
文
(
注
H
)

一
三
三
頁
(
「
法
源
と
認
む
べ
き
も
の
に
は
制
定

北法41(5-6・516)2562



法
、
慣
習
(
法
)
、
判
例
、
学
説
、
条
理
が
あ
る
。
そ
し
て
制
定
法

の
み
は
法
源
で
あ
る
こ
と
を
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
も
ま

た
一
の
法
源
に
す
ぎ
な
い

(
H
拘
束
力
の
あ
る
・
優
先
的
な
法
源
で

は
な
い
)
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
右
の
諸
法
源
内
に
は
矛
盾
が

あ
り
う
る
。
:
:
:
こ
れ
ら
の
矛
盾
し
た
法
源
か
ら
法
(
判
決
)
が
引

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
L
)

を
参
照
。

(
お
)
旬
。

5
匂
ロ
-

H

・
M
-
M

印
(
春
木
・
前
掲
訳
書
(
注
加
)
六
七
頁
)

を
参
照
。

(部

)ω.
∞・

(幻
)
ω
a
c
・
い
う
ま
で
も
な
く
、
法
学
文
献
以
外
の
史
料
(
と
り
わ
け

修
辞
学
文
献
)
が
従
来
の
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
o
E
z
g
p
白
由
。
・

ω・
同
氏
を
参
照
。

(
一
二
)
修
辞
学
文
献
、
制
定
法
(
広
義
)

お
よ
び
法
学
文
献
に
お
け
る
「
慣
習
法
L

「類型論」の原点

ま
ず
最
初
に
修
一
辞
学
文
献
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
ギ

リ
シ
ア
の
影
響
を
受
け
て
い
る
ロ

l
マ
修
辞
学
の
最
古
の
法
源
カ
タ
ロ
グ

は
共
和
政
末
期
、
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ
に
み
ら
れ
る
。
キ
ケ
ロ
の
法
源
カ
タ

ロ
グ
に
は
二
つ
の
基
本
形
式
が
み
ら
れ
る
。
一
方
は
法
の
本
質
と
体
系
を

明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
法
の
構
成
部
分
を
数

え
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
ネ
ル
は
前
者
を
「
体
系
的
カ
タ
ロ
グ
L

と
、
後
者
を
「
経
験
的
カ
タ
ロ
グ
」

(
H
P
)

と
呼
ぶ
。

「
体
系
的
カ
タ
ロ
グ
」
は
た
と
え
ば
『
ト
ピ
カ
』
に
み
ら
れ
る
。

(U5・1
円
。
℃
臼
・
し
た
が
っ
て
、
型
〔
H
種
〕
と
は
類
が
省
略
な
く

区
分
さ
れ
た
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

E
聞
を
法
律
、
慣
習
法

(BC凹)、

(
H
D
 

衡
平
に
区
分
す
る
と
い
う
よ
う
に
。

こ
れ
よ
り
は
る
か
に
詳
細
で
、
ス
ト
ア
学
派
と
の
密
接
な
関
係
を
示
し

て
い
る
の
が
『
案
出
詳
細
』
で
あ
る
。

円山内・己
m
E
J
H
・
ロ

2
・
2
・
2
一
こ
こ
で
、
こ
の
種
〔
ロ
巾
m
o
t
丘町〕

の
論
点
を
論
じ
る
場
合
の
も
の
さ
し
を
考
え
て
み
よ
う
。
両
当
事
者
の

弁
論
家
は
|
|
複
数
の
当
事
者
が
訴
訟
に
関
係
し
て
い
る
場
合
は
、
も

ち
ろ
ん
各
弁
論
家
は
す
べ
て
|
|
、
法
(
源
〕
が
何
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
か
、
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
自
然
に
由
来
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
の
う
ち
の
明
確
な
も
の
あ
る
い
は
暖

昧
な
も
の
が
有
用
性
の
観
点
か
ら
慣
習
法

(
8
5
5
E号
)
と
な
り
、

そ
の
後
、
慣
習
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
、
あ
る
い
は
真
に
有
用
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
法
が
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
自
然
法
と
は
(
後
天
的
な
〕
知
識
で
は
な
く
、
い
わ
ば
先
天
的

な
本
性
が
我
々
に
示
す
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
:
:
:
こ
れ
に
対
し
て
、

慣
習
法
に
お
い
て
は
、
制
定
さ
れ
て
い
な
い
が
万
人
の
意
思
に
お
い
て

北法41(5-6・517)2563



研究ノート

長
時
間
承
認
さ
れ
た
も
の
が
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
万
人
の
意
思

の
中
に
は
、
長
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
が
す
で
に

確
実
な
法
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
多
く
、
そ

の
大
部
分
は
法
務
官
に
よ
っ
て
告
示
さ
れ
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
こ
の

種
の
法
の
中
で
慣
習
法
と
し
て
確
実
な
法
と
な
っ
た
も
の
は
、
合
意
、

衡
平
、
先
例
の
三
種
類
で
あ
る
。
合
意
と
は
、
両
当
事
者
間
で
約
定
さ

れ
た
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
法
廷
で
有
効
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
法
で
あ
る
。
衡
平
と
は
、
万
人
に
と
っ
て
公
平
な
法
で

あ
る
。
先
例
と
は
、
一
人
の
人
間
の
あ
る
い
は
複
数
の
人
間
の
判
決
に

よ
っ
て
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
法
で
あ
る
。
法
律
は
法
律
か
ら
知
ら

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
叙
述
は
「
性
質
の
論
点
」
(
印
S
E
m
Oロ丘一
Z
Z印
)
の
う
ち
の
、
法

的
な
判
断
が
問
題
に
な
る

R
m
c
c丘
町
の
部
分
に
出
て
く
る
。
キ
ケ
ロ

に
よ
れ
ば
法
の
始
ま
り
は
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
に
慣
習
法

(nc
口出口巾

Z
己
C
)

が
続
き
、
最
後
に
法
律
が
来
る
。
法
律
の
一
部
は
慣
習
法
を
支
持
し
、
一

部
は
新
し
い
規
範
を
生
み
出
す
。
自
然
か
ら
慣
習
法
、
慣
習
法
か
ら
法
律

と
い
う
こ
の
歴
史
的
分
類
は
「
体
系
的
分
類
」
に
近
い
。
自
然
に
属
す
る

の
は
敬
神
、
義
務
、
恩
顧
、
復
讐
、
尊
敬
、
真
実
で
あ
る
。
慣
習
法
の
分

類
は
明
確
で
は
な
い
が
、
キ
ケ
ロ
は
告
示
と
、
合
意
、
衡
平
、
先
例
と
い

う
三
種
類
の
法
を
挙
げ
る
。
キ
ケ
ロ
は
こ
こ
で
叙
述
を
完
成
す
る
こ
と
に

熱
心
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
「
経
験
的
カ
タ
ロ
グ
L

は
次
の
史
料
に
み
ら
れ
る
。

包
ロ
巾
門
戸
口
目
昌
一
さ
て
、
法
〔
源
〕
は
、
自
然
、
法
律
、
慣
習
法

(円。ロ凹己巾
E
己
C
)
、
先
例
、
衡
平
、
合
意
と
い
う
部
分
か
ら
成
り
立
つ
o

C
円
・
吋
告
-

N

∞
一
一

5
巳
丘
町
は
、
法
律
、
元
老
院
議
決
、
判
決
、

法
学
者
の
権
威
、
政
務
官
告
示
、
慣
習
法

(50印
)
、
衡
平
か
ら
成
り
立

つ。

北法41(5-6・518)2564

ネ
ル
は
、
ロ

l
マ
の
法
秩
序
の
あ
り
方
に
左
右
さ
れ
る
の
は

D
よ
り
も

P
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
キ
ケ
ロ
の
場
合
に
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
守
ト
ピ
カ
』
の

D
と
P
を
比
較
す
る
と

P
の
ほ
う
が

言
及
さ
れ
て
い
る
法
源
の
数
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ネ

ル
は
、
『
へ
レ
ン
ニ
ウ
ス
弁
論
書
』
の
作
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て

も
キ
ケ
ロ
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
も
、
慣
習
法
が
法
秩
序
全
体
の
一

部
分
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

D
に
お
い
て
も

P
に
お
い
て
も
、
慣
習
法
が
登
場
す
る
こ
と
を
確
定
し
う

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
が
法
学
者
の
共
通
の
観
念
で

あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
を
導
い
て
も
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
ネ
ル
は
慎
重
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
H
修
辞
学
の
文
献
が
示
す

こ
と
は
、
学
識
あ
る
ロ

l
マ
人
(
修
辞
学
の
訓
練
を
受
け
た
弁
論
家
)
に

と
っ
て
は
慣
習
法
は
一
つ
の
法
源
た
り
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、



必
ず
し
も
法
学
者
が
修
辞
学
者
の
法
源
論
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら

な
い
、
と
し
、
さ
ら
に
制
定
法
、
法
学
文
献
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
、
制
定
法
(
広
義
)
に
つ
い
て
で
あ
る
。
(
二
)
の
冒
頭
で
ふ
れ

た
よ
う
に
、
制
定
法
に
お
け
る
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
は
慣
習
法
は
出
て
こ
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
制
定
法
に
お
い
て
は
ロ

l
マ
市
民
間
の
権
利
関
係
が

扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
外
国
人
間
の
(
あ
る
い
は

属
州
に
お
け
る
)
権
利
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
史
料
に
お
い
て
は
慣

習
法
が
登
場
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
ネ
ル
は
第
一
に

-R
〉
三
c
E印
骨

吋

R
5
2
m
H
σ
5
(前
七
一
年
)
を
、
第
二
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
期
の
あ
る
前

執
政
官
の
書
簡
に
引
用
さ
れ
て
い
る
元
老
院
議
決
(
前
八

O
年
)
を
、
第

三
に
前
八
一
年
の
元
老
院
議
決
を
引
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
ロ
ー

マ
人
は
共
和
政
期
に
す
で
に
寸
慣
習
法
」
と
い
う
カ
タ
ロ
グ
を
知
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ネ
ル
は
慣
習
法
の
「
法
源
性
」

に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
る
。

次
に
、
法
学
文
献
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「類型論」の原点

(
二
)
で
み
た
よ
う
に
法
学
文

献
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
は
慣
習
法
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
周
知
の
よ
う
に
法
学
文
献
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の
私
法
的
な

制
度
が
今
日
我
々
が
慣
習
法
と
呼
ぶ
法
源
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ル
は
、

こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
詳
論
す
る
の
は
本
論
文
の
課
題
で
は
な
い
、
と

し
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
法
の
法
源
性

を
否
定
す
る
論
者
は
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
極
端
な
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ

オ
を
想
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
(
そ
れ
は
慣
習
法
で
は
な
く
事
実
上
の
慣

行
で
あ
る
と
か
、
「
現
実
の
関
係
の
秩
序
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
)
慣

習
法
の
意
味
の
変
更
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ

に
関
し
て
は
、
疑
う
の
が
難
し
い
ガ
イ
ウ
ス
の
諸
箇
所
は
他
の
断
片
が
真

正
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
、
ま
た

法
源
と
し
て
の
慣
習
法
の
性
質
に
関
し
て
は
、
法
律
と
慣
習
法
が
併
置
さ

れ
て
い
る
箇
所
が
、
ガ
イ
ウ
ス
の
『
法
学
提
要
』
に
二
箇
所
、
ポ
ン
ポ
ニ

ウ
ス
と
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
一
箇
所
づ
つ
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
だ
け
で
よ

い
。
重
要
な
こ
と
は
、
法
制
度
に
は
法
律
と
慣
習
法
と
い
う
二
つ
の
歴
史

的
由
来
、
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
が
信
じ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
で
確
認
し
う
る
こ
と
は
、
(
二
)

で
み
た
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
は
、
慣
習
法
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
点

で
哲
学
日
修
辞
学
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
と
矛
盾
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
々
の

法
定
立
行
為
あ
る
い
は
他
の
法
学
文
献
と
も
矛
盾
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
矛
盾
は
キ
ケ
ロ
の
『
ト
ピ
カ
』
が
解
消
し
て
く
れ

る
で
あ
ろ
う
。
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(認

)ω
・

5同・

(
却
)
ネ
ル
が
引
用
す
る
次
の
史
料
を
参
照
。
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(
U
H
n

仏
巾
吉
〈
・

H

E
一
口
巾
ぬ
。
丘
丘
町
で
は
、
巳
〈
巴
∞

B
O凹巾同

白
2
5
S∞
か
ら
み
て
、
何
が
正
し
い
関
係
(
吉
田
)
か
、
が
考
察
さ
れ

ヲ
匂
。
法
的
な
判
断
(
な
い
し
そ
の
規
準
と
し
て
の
法
源
論
)
が
問
題
に

な
る
こ
の
ロ
巾
m
o
z丘
町
の
論
点
、
に
対
し
て
、
宮
司
{
門
出
企
丘
町
の
論
点
で

は
「
報
酬
や
罰
金
は
い
く
ら
か
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
判
決
の
あ
り

方
が
問
題
に
な
る
。
前
稿
(
一
)
一

O
六
四
頁
を
参
照
。

(却

)ω

・ロ

(
汎
)
ち
な
み
に
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
源
論
』
は
、
こ
こ
で
一
度
だ

け
「
独
自
の
見
解
L

(

巾一

m
g白
Em)
と
し
て
引
用
さ
れ
る
(
〉
ロ
ヨ
・

怠
)
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
ネ
ル
が
エ

1
ル
リ
ツ
ヒ
を
否
定
す
る
の

は
『
ト
ピ
カ
』
の
当
該
箇
所
の
読
み
方
に
関
し
て
で
あ
る
。
エ
ー
ル

リ
ツ
ヒ
の
『
ト
ピ
カ
』
理
解
に
つ
い
て
は
カ
l
ザ

l
も
否
定
的
で
あ

る
o
Z
同白

R
F
T以
ロ
ロ
己
一

5
a
i
r
y
-ロ
・
〉
己
晶
巾
名
前

zz

r宵
E
g
-
-
ω
・
5
吋
を
参
照
。

(
犯
)
『
へ
レ
ン
ニ
ウ
ス
弁
論
書
』

(
H
N
F
2
0
ユ
門
出
国
仏
国
巾
吋
巾
ロ
E
Z
E
)
に

つ
い
て
は
、
柴
田
・
前
掲
書
(
注
目
)
三
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

(お

)
ω
Z
-

(
M
)
ω
・

E
R

(
お
)
代
表
例
は
「
夫
婦
問
贈
与
の
禁
止
」
で
あ
る
。
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に

よ
れ
ば
、
「
夫
婦
問
贈
与
の
禁
止
し
が
慣
習
法
由
来
の
制
度
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
史
料
は
全
部
で
一

O
箇
所
以
上
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

箇
所
に
つ
い
て
は
前
稿
(
一
)
一

O
九
一
頁
本
文
お
よ
び
注
刊
を
参

照
。
「
夫
婦
間
贈
与
の
禁
止
」
に
つ
い
て
は
小
菅
芳
太
郎
「
法
学
史

に
お
け
る
夫
婦
聞
の
贈
与
(
上
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
一
四
巻

三
・
四
号
(
昭
和
三
九
年
)
六

O
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
法
学
文
献
に
お
い
て
ど
の
法
制
度
が
慣
習
法
由
来
と
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
占
…
に
つ
い
て
ネ
ル
は
主
に
ペ
ル
ニ

l
チ
エ
(
〉
司
巾

E
W巾w

N
z
g
a
s
-田
町
巾
ロ
の
巾
者
O
Y
己
お
昨
向
R
E巾
w
ω
N
N
O
W
E
S
-
ω
-
H
N
F

Z
白
n
F門司印関口
σ巾
円
。
何
者
。
宮
口
町
巾
{
件
印
『
巾
n
z
cロ
己
ロ
ロ
m
m
n
Fユ巾
σ巾ロ巾白

河内川円
Z
-
ω
N
N
N
V
E
c
-
-
一山・

3
)
を
引
用
す
る
。

ち
な
み
に
、
ペ
ル
ニ

1
チ
ェ
の
二
論
文
と
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
の
『
法

源
論
』
は
、
(
四
)
で
扱
う
キ
ケ
ロ
の
『
ト
ピ
カ
』
の
理
解
に
つ
い

て
は
対
立
す
る
が
、
ど
の
法
制
度
が
慣
習
法
由
来
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
は
ペ
ル
ニ

l
チ
ェ
説
に
依
拠
し
て
い
る
、
と

い
う
関
係
に
あ
る
。
前
稿
(
一
)
一

O
九
O
頁
以
下
、
一
一

O
八
頁

以
下
を
参
照
。

(
幻
)
ネ
ル
が
引
用
す
る
次
の
法
文
を
参
照
。

。
包
・
目
白
一
し
か
し
、
さ
ら
に
別
種
の
相
続
財
産
の
承
継
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
十
二
表
法
に
も
法
務
官
の
告
示
に
も
よ
ら
ず
、
慣

習
法

(gロ
印
巾
ロ
望
的
)
に
基
づ
い
て
導
入
さ
れ
た
法
で
あ
る
。

。
即
日
・
弓
N
E

一
差
押
式
法
律
訴
訟
は
、
あ
る
場
合
に
は
慣
習
法

(50凹
)
に
よ
り
、
あ
る
場
合
に
は
法
律
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
0

3
5℃・。・
N
ω
-
N
-

∞
一
被
解
放
男
は
彼
の
被
解
放
母
、
被
解
放

姉
妹
を
妻
に
し
え
な
い
。
こ
の
法
は
法
律
に
よ
ら
ず
慣
習
法

(50印)

に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
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巴
]
匂
・
ロ
-

N
叶・

5
・
H

℃
円
一
十
二
表
法
に
よ
っ
て
、
浪
費
者
が
自

分
の
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
当
初
か
ら
慣

習
法

(50凹
)
に
よ
り
導
入
さ
れ
て
い
た
法
で
あ
る
。

(お

)
ω
-
H声
明
]CS巾
・
白
出
・
0
・

ω
H∞
同
は
反
対
。

(却

)
ω
E
-

四
)
区
分
と
列
挙
|

l
本
質
と
由
来

l
!

「類型論J の原点

キ
ケ
ロ
の
『
ト
ピ
カ
』
は
周
知
の
よ
う
に
彼
の
友
人
の
法
学
者
卜
レ
パ

テ
ィ
ウ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
が
、
キ
ケ
ロ
は
こ
の
著
作
に
お
い

て
}cn
之
さ
℃

oc--そ
こ
か
ら
寸
論
拠
」
(
目
指
ロ

5
2
g
)
を
獲
得
し
う

る
「
場
所
L

の
意

l
l
の
理
論
が
法
学
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
を
法

学
者
達
に
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
は
こ
の
著
作
を
書
く
際
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
伝
統
に
依
っ
て
い
る
が
、
他
の
要
素
(
プ

ラ
ト
ン
学
派
お
よ
び
ス
ト
ア
学
派
に
由
来
す
る
)
も
受
け
入
れ
て
い
る
。

キ
ケ
ロ
が
「
定
義
し
(
色
町
内
E
E
O
)
の
ト
ポ
ス
を
D
と
P
の
分
類
へ
と
導

い
て
い
る
『
ト
ピ
カ
』
の
次
の
箇
所
は
、

D
と
P
の
本
質
と
由
来
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
ネ
ル
の
議
論
の
基
礎
と
な
る
史
料
で
あ
る
。

cn・
吋
。
H
V
-
M
∞・

ωyhwω

・
定
義
に
は
、

P
に
よ
る
定
義
と

D
に
よ
る

定
義
と
が
あ
り
ま
す
。

P
に
よ
る
定
義
と
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
事

柄
を
、
い
わ
ば
そ
の
構
成
部
分

(
5
m
g
σ
E
B
)
に
分
け
る
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、

z
m
n
E
Z
は
法
律
、
元
老
院
議
決
、
先
例
、
法
学
者
の
権

威
、
政
務
官
告
示
、
慣
習
法

(BO印
)
、
衡
平
か
ら
成
り
立
つ
と
定
義
す

る
よ
う
に
。
こ
れ
に
対
し
て

D
に
よ
る
定
義
は
、
定
義
さ
れ
る
事
柄
の

類
に
属
す
る
す
べ
て
の
型
〔
H
種
〕
を
含
み
ま
す
。
た
と
え
ば
、
手
中

物
の
譲
渡
は
一

5
n
-
i
z
上
そ
れ
を
な
し
う
る
者
の
聞
の
握
取
行
為

(
H

拘
束
行
為
に
よ
る
引
渡
〕
か
法
廷
譲
渡
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
〔
と

定
義
す
る
〕
よ
う
に
。
:
:
:
さ
て
、

P
と
D
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
ま
し
た
が
、
両
者
が
ど
の
よ
う

に
異
な
る
の
か
、
も
っ
と
明
瞭
に
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

P
で
は
〔
対

象
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
は
〕
ど
の
よ
う
な
構
成
部
分
が
あ
る
か
(
を

定
義
し
ま
す
。
〕
た
と
え
ば
、
体
に
は
頭
、
一
肩
、
手
、
胴
、
脚
、
足
、

そ
の
他
〔
の
構
成
部
分
が
あ
る
と
定
義
す
る
よ
う
に
。
〕

D
で
は
〔
対

象
と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
ど
の
よ
う
な
〕
型

2
2自
由
)
〔
か
ら
成
り
立

つ
か
、
を
定
義
し
ま
す
。
〕
ギ
リ
シ
ア
人
達
は
向
。
司
自
由
の
こ
と
を
巳
号

と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
を
論
じ
る
我
が
〔
ロ

l
マ
の
学
者
逮
は
〕
種

(印匂

R
町
田
)
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
翻
訳
は
非
常
に
ま
ず
い
と
い
う
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
の
で
す
が
、
格
変
化
に
関
し
て
は
有
益
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
岳
町
巳

2
の
複
数
属
格
形
、
複
数
与
格
形
、
複
数
奪
格
形
は
、
ラ
テ

ン
語
で
は
き
口
え
な
い
の
で
す
か
ら
、
回
官
民
自
と
い
う
言
葉
は
用
い
な
い
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よ
う
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の
格
変
化
を
用
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
と
き
は
、
『
C
『
自
由
の
複
数
属
格
形
、
複

数
与
格
形
、
複
数
奪
格
形
を
用
い
る
こ
と
に
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
ど

ち
ら
の
言
葉
も
同
じ
こ
と
を
意
味
し
う
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
用
い

る
場
合
の
便
宜
ま
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
さ
て
、

学
者
は
類
と
型
〔
H
種
〕
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

類
と
は
複
数
の
区
別
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
り
、
型
〔
H
種
〕
と
は
区

別
が
類
と
い
う
頭
、
あ
る
い
は
い
わ
ば
源
に
還
元
さ
れ
う
る
概
念
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
型
〔
H
種
〕
と
は
類
が
省
略
な
く
区
分
さ
れ
た
も
の
で

す
。
一
口
印
を
法
律
、
慣
習
法

(50凹
)
、
衡
平
に
区
分
す
る
よ
う
に
。
型

〔H
種
〕
を
部
分
(
宮
司
凹
)
と
同
じ
だ
と
考
え
る
人
は
、
両
者
の
性
質

〔
の
違
い
〕
を
混
同
し
、
あ
る
種
の
類
似
性
に
よ
り
混
乱
し
た
結
果
、
き

ち
ん
と
区
別
す
べ
き
事
柄
を
十
分
に
区
別
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

:・

p
を
用
い
る
場
合
は
部
分
を
残
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

君
が
後
見
を

P
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
あ
る
後
見
を

省
略
す
る
と
、
君
は
ま
ず
い
定
義
を
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
君
が
問
答
契
約
あ
る
い
は
訴
訟
の
方
式
書
を
P
に
よ
っ
て
定
義

す
る
場
合
は
、
無
限
の
事
柄
に
お
い
で
あ
る
こ
と
を
省
略
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
不
完
全
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

D
に

お
い
て
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
完
全
と
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
類
に
属
す
る
型
〔
H
種
〕
の
数
は
一
定
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
対

し
て
部
分
の
分
類
〔

H
P
〕
は
、
あ
た
か
も
湖
か
ら
河
が
流
れ
出
る
よ

う
に
し
ば
し
ば
無
限
で
す
。

キ
ケ
ロ
は
P
に
よ
る
定
義
と

D
に
よ
る
定
義
を
区
別
す
る
。

P
に
お
い

て
は
事
柄
は
そ
の
構
成
部
分
に
分
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
身
体
は
胴
、

頭
、
一
周
そ
の
他
の
構
成
部
分
か
ら
成
り
立
つ
、
あ
る
い
は
、

zmn-izは

法
律
、
元
老
院
議
決
そ
の
他
の
構
成
部
分
か
ら
成
り
立
つ
と
定
義
さ
れ
る
o

D
に
お
い
て
は
「
類
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
事
柄
が
「
型
」
な
い
し
「
種
」

(
包
母
糧
問
。
コ
ロ
m
y

岳
町
内
庁
印
)
に
分
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
手
中
物
の
-
譲

渡
は
握
取
行
為
か
法
廷
譲
渡
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
、
あ

る
い
は
、
宮
田
は
法
律
、
慣
習
法
、
衡
平
に
区
分
さ
れ
る
。

P
は
、
定
義
の

対
象
と
な
る
事
柄
の
数
が
有
限
で
あ
れ
ば
完
全
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

事
柄
の
数
が
無
限
で
あ
れ
ば
完
全
で
な
く
て
も
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

D
は
完
全
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
寸
類
」
は
一

定
数
の
「
型
」
な
い
し
「
種
」
の
み
を
も
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
。

P
と
D

は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
が
、
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
が

P
と
D
の
区
別
を
論
じ
る
場
合
に
、
彼
が

、
ギ
リ
シ
ア
(
と
り
わ
げ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
)
の
修
辞
学
に
依
拠
し
て
い
る

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
三
段
論
法
に

お
い
て
当
該
結
論
に
至
る
「
論
拠
」
を
そ
こ
か
ら
導
き
う
る
さ
ま
ざ
ま
な

北法41(5-6・522)2568



ト
ポ
ス
に
う
ち
の
い
く
つ
か
の
ト
ポ
ス
を
「
定
義
し
、

D
、
P
と
呼
ぶ
。

す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
キ
ケ
ロ
と
は
違
っ
て
、

D

と
P
は
「
定
義
」
の
型
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
ネ
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
本
来
は
定
義
の
問
題

で
は
な
か
っ
た

P
が
い
か
に
し
て
定
義
の
問
題
と
な
っ
た
の
か
、
そ
も
そ

も
P
と
D
を
定
義
と
呼
ん
で
よ
い
の
か
ど
う
か
、

P
と
D
は
理
論
的
に
は

区
別
さ
れ
る
が
、
実
際
上
は
こ
の
区
別
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
か
っ
た
こ

と
、
な
ど
を
詳
論
す
る
が
、
こ
れ
は
、
ネ
ル
自
ら
が
寸
回
り
道
」
と
い
っ

て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
慣
習
法
が
出
て

こ
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
ネ
ル
論
文
の
目
的
と
は
直
接
に
は

関
係
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
詳
し
い
紹
介
を
省
略
す
る
こ

と
に
す
る
。

「類型論」の原点

(
ω
)
ω
-
N
0・

(
引
)
∞
-
N
H
・

(
位
)
池
田
美
恵
訳
「
弁
論
術
」
第
二
巻
第
三
コ
一
章
(
一
三
九
八

a
、

一
三
九
九

a)

『
世
界
古
典
文
学
全
集
団
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』

(
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
一
年
)
一
二
六
頁
以
下
を
参
照
。

(日

)ω
・出向田

(
斜

)
ω
.
M
N
R

(必

)ω
・呂町『・

(必
)
ω
ω
丘町・

(灯

)ω
・

8

な
お
、
フ
ル

1
メ
も
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
批
判

の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。

(
五
)
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に

「
慣
習
法
」
が
出
て
こ
な
い
理
由

哲
学
H
修
辞
学
の
文
献
に
お
い
て
は
慣
習
法
が
登
場
す
る
こ
と
、
共
和

政
期
の
皇
帝
の
法
定
立
行
為
に
お
い
て
は
慣
習
法
が
広
範
に
登
場
す
る
こ

と
、
そ
し
て
、
法
学
者
自
身
も
個
々
の
法
制
度
を
慣
習
法
に
還
元
し
て
い

る
こ
と
、
を
さ
一
)
で
み
た
。
ロ
ー
マ
の
法
学
者
逮
に
慣
習
法
が
法
源
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
は
、
第
二
、
第
三
の
事
実
だ
け

で
す
で
に
十
分
で
あ
る
が
、
法
学
文
献
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
慣
習
法
が
出

て
こ
な
い
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
(
四
)
で
み
た
P
と
D
に
関
す
る
議
論
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
キ
ケ
ロ
は
『
ト
ピ
カ
』
で
法
源
に
関
し
て
P
と
D
を
区
別

し
て
い
る
が
、

P
で
は
法
律
、
元
老
院
議
決
、
先
例
、
法
学
者
の
解
答
、

法
務
官
告
示
、
慣
習
法
、
衡
平
が
、

D
で
は
法
律
、
慣
習
法
、
衡
平
が
挙

北法41(5-6・523)2569
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げ
ら
れ
て
い
た
。
キ
ケ
ロ
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
と
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ

を
比
較
す
る
と
、
後
者
に
お
い
て
は

P
の
シ
ェ
ー
マ
が
圧
倒
的
に
-
車
要
な

地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
外
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
で
あ
る
。

し
か
し
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
に
み
ら
れ
る

D
は
学
説
会
纂
で
は
そ
れ
以
上

論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ユ
ス
テ
イ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
法
学
提
要
に
お
い
て
初

め
て
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
の

D
が
ガ
イ
ウ
ス
文
の

P
に
移
植
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
り

P
と
い
う
聞
か
れ
た
体
系
が

D
と
い
う
閉
じ
た
体
系
に
据
え
付
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
外
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
文
で
あ
る
。
こ
の

法
文
で
は
、

-
5
n円
三
ぽ
一
が

P
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
上
位

概
念
で
あ
る

-5
丘
三
ぽ
と
一
g
y
oロ
O
Bユ
ロ
ヨ
は

D
に
よ
っ
て
区
分
さ

れ
る
。
最
後
の
例
外
は
ガ
イ
ウ
ス
文
で
あ
る
。
ガ
イ
ウ
ス
は
、
す
べ
て
の

一5
を

E
印
円
一
三
}
ぬ
と
山
口
印
刷
川
町
三
2
5
と
に
区
分
す
る
こ
と
か
ら
諸
法
源
の

概
観
を
始
め
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
の
聞
に
は
違
い
が
あ
り
、

ま
た
キ
ケ
ロ
の
著
作
や
「
へ
レ
ン
ニ
ウ
ス
弁
論
書
』
に
お
け
る
法
源
カ
タ

ロ
グ
に
も
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で

重
要
な
の
は
法
源
カ
タ
ロ
グ
聞
の
違
い
で
は
な
く
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

D
に
お
い
て
は
、
類
に
属
す
る
す
べ
て
の
型
(
H
種
)
を
数

え
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

P
に
お
い
て
は
、
宮
印
が
有
限

数
な
ら
ば
、
個
々
の
構
成
部
分
を
数
え
落
と
す
の
は
誤
り
で
あ
る
が
、
宮
印

(
町
)

が
無
限
数
な
ら
ば
、
セ
ネ
カ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
構
成
部
分
の
列
挙
は

多
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
不
適
切
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
構
成
部
分
を

数
え
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
な

(
問
)

く
と
も
キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、

E
印
は
無
限
数
で
あ
る
。

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
を
無
限
数
と
い
う
観
点
で

考
察
す
れ
ば
そ
こ
に
慣
習
法
が
出
て
こ
な
い
理
由
が
わ
か
る
。
(
三
)
で

み
た
よ
う
に
、
法
学
文
献
は
慣
習
法
が
ロ

l
マ
の
法
学
者
に
た
し
か
に
知

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
義
は
比
較
的
小
さ

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
慣
習
法
は
通
常
、
他
の
法
源
(
と
り
わ
け
法
務
官

告
示
と
法
学
者
の
解
答
)
へ
と
変
形
さ
れ
て
(
換
言
す
れ
ば
、
法
務
官
や

法
学
者
が
そ
れ
を
「
類
型
化
L

し
法
源
と
し
て
取
り
込
ん
で
)
初
め
て
実

現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
慣
習
法
は
、
重
要
な
法
源
の
リ
ス
ト
か

ら
漏
れ
て
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
に
対
し
て
は
、
慣
習
法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
論
者

か
ら
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ネ
ル
説
は
、

ロ
l
マ
の
法
学
者
達
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

P
と
D
と
い
う
概
念
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
彼
ら
に
押
し
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ネ
ル
は
、
彼
ら
は
た
し
か
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
し
そ
の
証
拠

も
あ
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
も
(
真
の
)
法
学
者
で
あ

り
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
も
修
辞
学
の
訓
練
を
受
け
た
実
務
家
で
あ
る
こ
と
を

北法41(5-6・524)2570



「類型論」の原点

考
え
る
と
、
彼
ら
が

D
と
P
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
推
定
が
働
く
。
さ
ら

に
、
法
源
カ
タ
ロ
グ
と
異
な
る
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
ガ
イ
ウ
ス
、
ボ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
と
い
っ
た

法
学
者
が
修
辞
学
の
模
範
と
は
独
立
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
か

と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ネ
ル
は
、
ロ
ー
マ
の

法
学
者
が
一
般
的
法
理
論
の
分
野
で
は
必
ず
し
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が

な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
、
と
答
え
(
旬
。

結
論
と
し
て
ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

P
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
法
源

カ
タ
ロ
グ
に
は
「
不
完
全
性
の
原
則
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
支
配
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
非
本
質
的
な
構
成
部
分
が
存

在
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
も
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
慣
習
法
が
欠

け
て
い
る
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
は
慣
習
法
を
固
有
の
法
源
と
し
て

承
認
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
説
。

と
り
わ
け
P
と
い
う
定
義
方
法
の
諸
原
則
は
、
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
お
け

る
慣
習
法
の
欠
紋
を
説
明
す
る
の
に
適
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

P
に
お

い
て
あ
る
構
成
部
分
が
言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
は
、
そ
れ
が
存
在
し

な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
構
成
部
分
は
比
較
的
軽

い
意
味
を
も
っ
と
い
い
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
説
。

(必

)ω
・ぉ・

(
同
日
)
前
掲
(
以
内
斗
。
七
-

N

∞w
臼・

(
印
)
前
掲
己
ぜ
-

U

H

・
M

m

-

H

・

(
日
)
ネ
ル
が
引
用
す
る
次
の
史
料
を
参
照
。

一
H

N

・
ω
町
内
川
わ
が
法
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
け
る
の
と
同
様

に
、
成
文
法
と
不
文
法
か
ら
成
り
立
つ
。
成
文
法
は
、
法
律
、
平
民

会
議
決
、
元
老
院
議
決
、
勅
法
、
政
務
官
告
示
、
法
学
者
の
解
答

か
ら
成
り
立
つ
。
法
律
と
は
、
-

(
臼
)
前
掲

H
M印
。
・

0
・

H
・

H
・
叶
・
℃
円
よ
同

(
日
)
前
掲
の
包
-
一
回
-

H

・
M
-

(
M
)
ω
品
目
同
・

(
回
)
ネ
ル
が
引
用
す
る

ω
g
m
n
p
m
w
U
B
2・
g
-
H
R
を
参
照
。

(
坊
)
ネ
ル
が
引
用
す
る
次
の
史
料
を
参
照
。

cn・
門
凶
巾
-
巾
関
口
・

5
一
し
か
し
、
私
が
提
出
し
よ
う
と
し
て
い

る
い
く
つ
か
の
法
は
完
全
で
は
な
く
ー
ー
な
ぜ
な
ら
〔
そ
れ
を
完
全

に
し
よ
う
と
す
れ
ば
〕
際
限
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら

l
l
、

要
点
な
い
し
要
約
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

た
だ
し
フ
ル

i
メ
は
ネ
ル
説
に
反
対
o
E
Z
B巾
温
同
・
白
・

0
・

ω・

5
刊
を
参
照
。
な
お
、
キ
ケ
ロ
の
『
法
論
』
の
同
箇
所
に
つ
い
て
は

中
村
善
也
訳
「
法
律
に
つ
い
て
」
『
世
界
の
名
著
M
』
(
中
央
公
論

社
、
昭
和
四
三
年
)
一
七
一
頁
も
参
照
。

(訂

)
ω
-
A
H
2・

(回

)ω
・
会
問
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(
印
)
こ
こ
で
は
ガ
イ
ウ
ス
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ネ
ル
は

富
山
門
江
口

r
F
m
w
舟
町
宮
町
一
。
口
一
円
笠
間
一
ロ
ユ
凹
片
山
吋

0
5出口
r
E
E
を
引

用
し
、
ガ
イ
ウ
ス
が

D
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す

る
。
次
に
、
ガ
イ
ウ
ス
が

P
を
知
っ
て
い
た
こ
と
の
も
っ
と
も
明
白

な
証
拠
と
し
て
、
方
式
書
に
関
す
る
次
の
箇
所
を
引
用
す
る
。

。
白
山
-
一
品
・
昌
一
方
式
書
の
部
分
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
請
求
原
因
の
表
示

2
2
5
5可
担
広
三
、
請
求
表
示

({ロ

g
E芯
)
、
裁
定
権
限
付
与
の
表
示
(
白
色

E-szc)、
判
決
権

限
付
与
の
表
示
(
円
O
D
号
ヨ
ロ
由
巳
。
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
明
ら
か
に

P
の
シ
ェ
ー
マ
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
た
と

え
ば
訴
訟
に
関
す
る
箇
所
(
の
色
一
品
・

5
?
訴
訟
は
法
律
に
よ

り
、
あ
る
い
は
命
令
権
に
よ
り
成
立
す
る
)
に
み
ら
れ
る
D
と
は
対

照
的
で
あ
り
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
方
式
書
の
数
が
無
限
で
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
不
完
全
な

P
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

3
・お『)。

ガ
イ
ウ
ス
以
外
の
法
学
者
に
つ
い
て
は
伊
呂
『
を
参
照
。

(
削
)
∞
-

h

H

∞片

(臼

)ω-a

(臼

)ω

忠
六
)
補
論
|
|
現
代
法
学
に
お
け
る
区
分
と
列
挙
|
|

以
上
の
よ
う
に
、

D
と
P
は
古
代
ロ

l
マ
法
(
学
)

の
理
解
に
と
っ
て

有
益
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
現
代
法
学
に
対
し
て
も
つ
意
義
を
ネ
ル
は
次
の

よ
う
に
一
一
言
う
。

北法41(5-6・526)2572

今
日
の
法
理
論
文
献
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
体
系
的
思
考
」
が
中

心
的
役
割
を
果
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
l
ピ
ク
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
、

あ
る
い
は
問
題
思
考
に
対
置
さ
れ
る
「
体
系
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
個
々
の
場
合
に
「
体
系
」
と
い
う
一
言

葉
で
何
を
理
解
す
る
の
か
、
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
少
な

く
と
も
D
と
P
に
関
す
る
古
代
の
議
論
は
重
要
視
さ
れ
て
こ

b
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ツ
ィ
オ
l
ネ
ン
シ
ス
テ
ム
(
人
法
、
物
法
、

行
為
の
法
)
と
パ
ン
デ
ク
テ
ン
シ
ス
テ
ム
(
総
則
、
債
権
法
、
物
権
法
、

家
族
法
、
相
続
法
)
の
違
い
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者

が
D
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
P
に
基
礎
を
お

く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
に
お
い
て
は
、

D
の
(
内
的
)
体
系
に

よ
っ
て
す
べ
て
の
法
素
材
が
分
類
さ
れ
て
お
り
、
「
第
四
の
要
素
」
を
付

け
加
え
よ
う
と
す
る
と
「
体
系
」
そ
の
も
の
が
壊
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に

対
し
て
後
者
に
お
い
て
は
、
外
的
な
(
同
時
に
具
体
的
な
)
法
の
分
類
が

問
題
に
な
る
の
で
、
何
か
を
付
け
加
え
て
も
内
容
が
変
わ
る
だ
け
で
分
類

の
構
造
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
権
利
を
絶
体
権

(
出

g
a
c
Z
H
N
m
n
z
m
)
と
相
対
権
(
日
z
t
4
0
H
N
R宮
巾
)
と
に
分
類
す
る

例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
D
と
捉
え
る
と
、
た
と
え
ば
形



成
権
(
の
g
g
p
g
m
m吋巾
n
y
門
)
あ
る
い
は
宮
町
白
色
耳
目
と
い
っ
た
他
の
権

利
形
態
の
発
生
な
い
し
分
類
が
困
難
に
な
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を

P
と

捉
え
る
と
、
そ
れ
は
単
に
実
用
性
の
問
題
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

ネ
ル
に
よ
れ
ば
、

D
は
、
論
理
と
認
識
批
判
が
分
か
れ
て
い
な
か
っ
た

時
代
の
産
物
で
あ
る
。
西
洋
法
学
史
に
お
い
て
、
自
然
法
か
ら
学
問
的
実

証
主
義
に
至
る
ま
で
の
聞
の
体
系
が

D
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
こ
と
は
不

思
議
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
論
理
的
で
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
構
成
し
・

無
欠
紋
の
法
秩
序
を
作
り
出
す
こ
と
が
こ
の
時
代
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
ま
さ
に

D
の
本
質
に
即
し
た
無
欠
敏
性
が
、

法
認
識
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
か
な
証
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
構
成
法
学
と
の
対
決
の
中
で
今
日
こ
の
基
礎
は
広
範
に

壊
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
法
学
が

D
の
原
則
に
従
い
、

法
学
理
論
の
変
更

(
D
か
ら

P
へ
)
が
正
し
い
と
意
識
す
る
こ
と
が
な
い

の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
法
学
に
は
D
よ
り
も
P
が
よ
り

よ
く
対
応
す
る
。
今
こ
そ
、
実
証
主
義
の
「
閉
じ
た
体
系
」

(
D
)
か
ら

ヨ
リ
経
験
的
な
寸
聞
か
れ
た
体
系
」
へ
の
移
行
を
考
え
る
べ
き
で

(
師
)

あ
る
。

「類型論」の原点

P 

(
臼
)
ネ
ル
は
司
・
ヨ
巾
R
E
F
-
J
2
2
5
n
F
g
m巾
R
E
n
F
Z
号
円

zmZNmR・
N-
〉ロ

P
E君
"ω-N吋
日
向
(
同
書
の
邦
訳
と
し
て
鈴
木

禄
弥
訳
『
近
世
私
法
史
』
(
創
文
社
、
昭
和
五

O
年
)
を
参
照
)
噌

開
門
戸
山
門

g
p
冨
2
E
C
己
g
z
z
s
己
q
刃
向
円
}
呂
田
三
∞
印
巾
ロ
印
門
町
田
町
汁
N
-

〉
Z
E
-
-
5
2・
ω・
H
S
R
ω
・品

HN門
戸
(
い
・
ヨ
ハ
リ
田
口
出
江
田
w

∞苦汁巾
5
・

m
E
E
W
Oロ
ロ
ロ
己
∞
百
円
何
百
σ招
丘
町
宮
己
巾
吋
】
ロ
ユ
凹
℃

E
門凶巾ロ
N

・
5
S

な
ど
を
掲
げ
る

(ω
・
可
唱
〉
ロ
B
-
N
N叶)。

(
臼
)
宮
田
包
一

5
5
に
つ
い
て
は
、
好
美
清
光
「
一
口
出
血
己

2
5
と
そ
の

発
展
的
消
滅
|
|
特
定
物
債
権
の
保
護
強
化
の
一
断
面
|
|
」
司
法

学
研
究
(
一
橋
大
学
研
究
年
報
)
』
一
二
号
(
昭
和
三
六
年
)
一
七

九
頁
を
参
照
。

(白

)ω
印
叶
・

(

山

山

)

∞

-
g・

わ
が
国
で

P
的
な
類
型
論
を
志
向
す
る
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、

来
栖
三
郎
『
契
約
法
』
(
有
斐
閣
、
昭
和
四
九
年
)
が
あ
る
。
来
栖

は
寸
法
の
解
釈
に
お
け
る
類
型
的
方
法
の
基
本
的
発
想
は
、
事
実
の

類
型
化
を
法
の
解
釈
の
出
発
点
と
す
る
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
専
ら

一
般
的
抽
象
的
概
念
と
は
何
ぞ
や
を
論
じ
、
そ
れ
を
単
に
個
別
的
に

み
た
事
実
に
あ
て
は
め
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
抽
象
的
概
念
の
う

ち
で
類
型
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
な
規
範
を
発
見
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
類
型
は
個
々
の
事
実
と
一
般
的
概
念
の

中
間
(
的
地
位
)
を
占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
民
法
解
釈

学
に
お
い
て
、
類
型
と
い
う
こ
と
ば
は
、
大
別
し
て
、
二
様
の
意
味

に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
類
型
は
、
同
じ
種

類
の
事
象
の
う
ち
で
、
原
理
的
に
互
に
対
立
す
る
根
本
的
形
式
な
い

北法41(5-6・527)2573



研究ノート

し
根
本
的
特
徴
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
団
体
に
お
け
る
社
団
と
組

合
、
契
約
に
お
け
る
一
時
的
債
権
契
約
と
継
続
的
債
権
契
約
の
如
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
に
は
、
類
型
と
は
、
同
じ
種
類
の
事

象
の
う
ち
で
、
他
に
対
す
る
特
徴
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
特
有
な
取
扱

い
を
必
要
と
す
る
一
群
の
事
象
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
雇
傭
・
請

負
は
契
約
の
類
型
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
は
勿
論
、
ど
う
い
う
事

実
が
あ
れ
ば
故
意
過
失
お
よ
び
権
利
侵
害
が
あ
る
と
し
て
責
任
を
負

わ
せ
る
べ
き
か
を
、
交
通
事
故
と
か
名
誉
銭
損
な
ど
の
不
法
行
為
の

類
型
別
に
検
討
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
意
味
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
類
型
化
は
類
(
概
念
)
を
種
(
概
念
)
に

分
つ
『
分
類
』
で
は
な
い
。
諸
類
型
を
合
わ
せ
て
も
類
を
お
お
う
必

要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
類
型
は
、
類
(
概
念
)
か
ら
出
発
す
る
の
で

は
な
く
、
具
体
的
な
事
象
の
観
察
に
基
づ
い
て
帰
納
的
に
一
つ
一
つ

構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
(
引
用
は
七
五
二
頁
)
と
述
べ
て
、
契
約

法
に
お
け
る
P
的
な
類
型
論
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
P
的
な
類
型
論
は
、
い
わ
ゆ
る
法

解
釈
論
争
の
問
題
提
起
の
際
に
す
で
に
出
さ
れ
て
い
た
「
社
会
学
的

方
法
」
(
問
「
法
の
解
釈
と
法
律
家
」
『
私
法
』
一
一
号
(
昭
和

二
九
年
)
二
三
頁
(
「
法
律
家
の
従
う
べ
き
正
し
い
法
の
解
釈
の
方

法
は
ど
う
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
。
そ
れ
は
末
広
先
生
に
お
け
る
『
嘘

の
効
用
』
よ
り
『
法
律
解
釈
に
お
け
る
理
論
と
政
策
』
へ
の
発
展
の

う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
法
規

範
を
実
定
法
の
規
定
か
ら
の
論
理
的
演
繕
に
よ
っ
て
で
な
く
、
現
実

の
社
会
関
係
の
観
察
・
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
中
か
ら
汲
み
と
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
方
法
を
社
会
学
的
方
法
と
呼
ん
で
よ
け

れ
ば
:
:
:
法
の
解
釈
に
当
つ
て
は
社
会
学
的
方
法
を
一
貫
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
)
を
参
照
)
を
深
化
・
発
展
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
が
、
事
実
と
規
範
を
峻
別
し
D
的
な
「
価
値
の
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ア
L

の
構
築
を
め
ざ
す
星
野
英
一
「
民
法
解
釈
論
序
説
L

同

『
民
法
論
集
第
一
巻
』
(
有
斐
閣
、
昭
和
四
五
年
。
初
出
は
『
法
哲

学
年
報
ご
九
六
七
)
法
の
解
釈
と
運
用
』
(
昭
和
泊
三
年
)
所

収
)
一
頁
ゃ
、
「
議
論
」
の
観
点
か
ら
戦
後
の
法
解
釈
論
争
を
批
判

的
に
考
察
す
る
平
井
宜
雄
『
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
(
有
斐
閣
、

平
成
元
年
。
初
出
は
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
一
六
号

1
九
二
八
号
(
昭

和
六
三
年

1
平
成
元
年
)
所
収
)
八
二
頁
以
下
は
、
こ
の
よ
う
な

「
社
会
学
的
方
法
」
を
否
定
す
る
。
な
お
、
類
型
論
に
関
す
る
わ
が

国
の
最
近
の
文
献
と
し
て
、
青
井
秀
夫
「
法
に
お
け
る
類
型
の
問
題

へ
の
一
試
論
|
|
法
律
学
的
思
考
と
パ
タ
ン
|
|
(
一
)
(
二
)

(
三
)
(
四
)

L

『
法
学
』
四
九
巻
四
号
(
昭
和
六

O
年
)
五
三
九

頁
、
四
九
巻
五
号
(
昭
和
六

O
年
)
七
三
一
頁
、
五

O
巻
三
号

(
昭
和
六
一
年
)
三
七
三
頁
、
五
四
巻
四
号
(
平
成
二
年
)
六
一
九

頁
(
未
完
)
が
あ
る
。
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お
わ
り
に

「類型論」の原点

本
稿
寸
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
研
究

の
視
点
(
と
り
わ
け
『
法
源
論
』
の
再
評
価
)
か
ら
ネ
ル
論
文
を
扱
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
学
者
の
法
源
カ
タ
ロ
グ
に
慣
習

法
が
出
て
こ
な
い
の
は
何
故
か
、
あ
る
い
は
古
典
期
の
法
学
者
は
慣
習
法

を
法
源
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
否
か
、
と
い
っ
た
ネ
ル
論
文
の
主
題
に

つ
い
て
そ
の
当
否
を
論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は

も
っ
ぱ
ら
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
研
究
へ
の
寄
与
と
い
う
視
点
か
ら
、
本
稿
の
成

果
を
次
の
二
点
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
に
修
辞
学
と
法
学
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
世
紀
前
半

ま
で
は
修
辞
学
と
ロ

l
マ
法
学
の
研
究
は
ま
っ
た
く
没
交
渉
で
あ
り
、
ス

ト
ウ
ル

l
が
ロ

l
マ
法
学
に
対
す
る
修
辞
学
の
影
響
を
主
張
し
た
後
も
、

シ
ユ
ル
ツ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
両
者
の
相
違
点
を
強
調
す
る
考
え
方
が

支
配
的
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ネ
ル
論
文
は
、
本
稿
で

み
て
き
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
古
典
期
の
法
学
者
の
観
念
を
分
析
す
る
に
あ

た
り
そ
の
原
型
を
共
和
政
末
期
の
修
辞
学
(
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ
の
著
作
)

に
み
る
と
い
う
手
法
を
用
い
る
。
ネ
ル
の
用
い
る
こ
の
よ
う
な
手
法
(
換

言
す
れ
ば
修
辞
学
と
法
学
の
共
通
性
の
主
張
)
は
、
基
本
的
に
シ
ユ
ル
ツ

と
同
じ
立
場
に
立
ち
ネ
ル
を
批
判
す
る
ブ
ル

i
メ
よ
り
も
ネ
ル
の
ほ
う
が

一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
代
の
ロ

l
マ
法
学
に
お
い
て

は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
稿
で

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
の
司
法
源
論
』
は
ま
さ
に
ネ
ル

と
同
じ
手
法
を
用
い
て
用
語
法
を
分
析
し
、
古
典
期
の
法
学
者
の
用
語
法

の
原
点
(
さ
ら
に
進
ん
で
法
学
そ
の
も
の
の
原
点
)
を
共
和
政
期
の
キ
ケ

ロ
|
|
法
律
(
解
釈
)
問
題
を
扱
う
法
学
者
で
は
な
く
事
実
問
題
を
扱
う

弁
論
家
と
し
て
活
躍
し
た
ー
ー
の
著
作
に
み
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

エ
1
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
源
論
』
は
そ
の
方
法
に
お
い
て
ネ
ル
の
研
究
を
先

取
り
し
た
先
駆
的
業
績
と
し
て
再
評
価
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
今
日
の
法
学
方
法
論
に
お
い
て
は
「
議
論
」
(
白
話
口

B
g
g円
宮
)

に
注
目
す
る
研
究
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
ネ
ル
論
文
は
「
議
論
し

の
原
点
で
あ
る
ロ

1
マ
修
辞
学
の
法
学
に
対
す
る
全
般
的
影
響
を
本
格
的

に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
エ

1
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
源
論
』

は
、
法
学
の
原
点
を
共
和
政
期
の
修
辞
学
に
み
た
先
駆
的
業
績
と
し
て
、

再
評
価
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
慣
習
法
(
広
義
)
に
よ
る
法

(
H
具
体
的
な
事
案
に
即
し
た

正
し
い
関
係
)
の
認
識
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
の
「
法
し
を
認
識
す
る
手

段
と
し
て
の
「
法
源
」
論
に
関
し
て
で
あ
る
。
ネ
ル
は
「
慣
習
法
」
の
概

念
を
寸
立
法
者
の
確
定
し
た
意
思
に
由
来
し
な
い
法
制
度
、
法
規
範
、
一

般
的
法
制
度
」
を
指
す
も
の
と
し
て
比
較
的
広
い
意
味
で
用
い
、
ま
た
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「
法
源
」
に
つ
い
て
も
、
法
(
具
体
的
事
案
に
即
し
た
正
し
い
解
決
)
を
認

識
す
る
手
段
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
れ
ば
慣
習
法
の
法
源
性
を
認
め
る
と

い
う
よ
う
に
、
諸
法
源
の
拘
束
力
の
違
い
や
優
先
順
位
を
問
題
に
し
な
い

が
、
こ
の
よ
う
な
「
慣
習
法
L
や
「
法
源
」
の
概
念
は
、
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ

が
ロ

l
マ
法
に
み
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
稿
で
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
宮
田
丘
〈
奈
川
は
法
学
、
法

曹
法
、
慣
習
法
と
い
っ
た
非
国
家
制
定
法
(
社
会
由
来
の
法
)
を
同
時
に

意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
国
家
制
定
法
を
意
味
す
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

ま
た
「
法
源
」
に
関
し
て
も
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
は
、
命
令
的
法

源
で
あ
る
国
家
制
定
法
の
占
め
る
役
割
は
比
較
的
小
さ
く
、
圧
倒
的
に
重

要
な
の
は
教
示
的
法
源
で
あ
る
法
曹
法
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
エ
ー
ル
リ
ツ

ヒ
の
法
学
方
法
論
(
自
由
法
学
)
の
核
心
は
、
制
定
法
に
明
確
な
規
定
が

な
い
場
合
の
・
法
曹
に
よ
る
・
法
曹
法
を
通
し
た
「
法
(
判
決
)
発
見
」

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
源
論
』
は
、
法
学
の
原

点
を
修
辞
学
に
み
る
と
い
う
方
法
の
点
だ
け
で
な
く
そ
の
内
容
か
ら
み
て

も
ネ
ル
の
慣
習
法
論
の
先
駆
的
業
績
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
訂
)
さ
し
あ
た
り
前
稿
(
一
)
寸
序
論
」
を
参
照
。

(
伺
)
本
稿
一
一
(
一
)
注
凶
を
参
照
。

(
伺
)
ネ
ル
を
批
判
す
る
ブ
ル

l
メ
も
、

慣
習
法
論
に
お
け
る
修
辞
学
文

献
の
重
要
性
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い

o
Eロヨ巾
w

印

・

白

。

.ω.

H巴N
同?+

(
叩
)
本
稿
一
注
8
を
参
照
。

(
江
)
瀬
川
信
久
「
臼
・
ぺ
レ
ル
マ
ン
『
議
論
の
研
究
』
|
|
実
用
法
学

の
視
点
か
ら
の
検
討
|
|
」
『
日
仏
法
学
』
一
一
ニ
号
(
昭
和
六

O

年
)
一
頁
、
平
井
・
前
掲
論
文
(
注
侃
)
、
同
寸
法
解
釈
論
の
合
理

主
義
的
基
礎
づ
け

l
l
法
律
学
基
礎
論
覚
書
・
そ
の
ニ
|
|
L
『
法

学
協
会
雑
誌
』
一

O
七
巻
五
号
(
平
成
二
年
)
七
二
七
頁
(
同

『
続
・
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
(
有
斐
閣
、
平
成
三
年
)
所
収
)
な

ど
を
参
照
。

(
刀
)
本
稿
一
一
(
一
)
本
文
お
よ
び
注
M
を
参
照
。

(
刀
)
本
稿
一
一
(
一
)
本
文
お
よ
び
注
討
を
参
照
。

(
九
)
拙
訳
寸
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
『
自
由
な
法
発
見
と
自
由
法
学
』
」
『
北

大
法
学
論
集
』
一
五
八
頁
以
下
お
よ
び
一
六
四
頁
以
下
を
参
照
。

(
日
)
前
掲
・
拙
訳
(
前
注
日
)
一
八

O
頁
を
参
照
。
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“Typus" als U rbild des juristischen Gedankens 

Makoto ISHIKA W A * 

In der letzten Abhandlung hab巴 ichdie Wichtigkeit der romischen 

Rechtsquellenlehre Eugen Ehrlichs nicht nur fur die Ehrlich-Forschung 

sondern auch fur die rδmische Rechtsgeschichte angedeutet. Dieser kleine 

Aufsatz， der ein schones und scharfsinniges Werk Dieter Norrs uber das 

romische Gewohnheitsrecht (Divisio und Partitio， 1972) behandelt， stellt 

eine Erganzung dazu dar. 

Norr erortert die Frage， warum das Gewohnheitsrecht (consuetudo) 

in den klassischen Rechtsquellenkatalogen der romischen Juristen nicht 

auftaucht. Seiner Meinung nach bringt das Fehlen des Gewohnheitsrechts 

in den Katalog巴nkeinen Beweis dafur， das die rδmischen J uristen das 

Gewohnheitsrecht als die eigene Rechtsquelle nicht anerkannten. Denn im 

Gegensatz zur divisio， die vollstandig sein muβ， besteht in der partitio 

eine Unvollstandigkeitsregel und man braucht nicht alle Bestandteile der 

Rechtsquelle aufzuzahlen 

Dabei ist zu bemerken， daβN orr bei der Erorterung der rδmischen 

Rechtsquellenlehre die rhetorischen Schriften Ciceros als sehr wichtig und 

positiv ansieht， das 巴rden Begriff des Gewohnheitsrechts oder der 

Rechtsquelle weiter oder nicht strenger als die moderne Terminologie 

erfast und das nach Norr die Diskussion uber divisio und partitio nicht 

nur fur die Kenntnis des romischen Rechts sondern auch fur die heutige 

Rechtswissenschaft fruchtbar ist. Mit anderen W orten behauptet er die 

Wichtigkeit der Rhetorik fur die Rechtswissenschaft， die Rechtsquellen 

lehre als Rechtserkenntnismittel (nicht als Entstehungsform des Rechts) 

und den Typengedanken (im Gegensatz zum Systemgedanken) als eine 

juristische Methodologie. 

Nach den Ergebnissen meiner letzten Abhandlung bilden diese 

Punkte eben den Kern der romischen Rechtsquellenlehre und der 

Freirechtslehre Ehrlichs. Daher fuhrt uns auch das Werk Norrs zur 

Wiederschatzung der Lehre Ehrlichs. 

本Dr.iur.， wiss.Assistent an der Juristischen Fakultat der Hokkaido Universitat 
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